
  

  

新年明けましておめでとうございます。新しい年がスタートしました。 

寒さが厳しい毎日が続きますが、いかかお過ごしでしょうか。 

楽しいイベントも多い１月ですが、インフルエンザが流行する季節で 

もあります。感染予防対策をしっかりと行い、楽しい冬をお過ごしく 

ださい。この一年が、皆様にとって、実り多い一年となりますよう心 

よりお祈り申し上げます。        【副理事長 内海育子】 
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コース 1 障害基礎年金の学習会 コース 2 福祉サービスについて コース 3 お金について 

 

出前研修会

伊丹市社会福祉協議会が令和 6年 3月 7日に開催された動画をご覧ください。 
アーティスト 石村嘉成のキセキ～発達障がいのわが子と歩んで～【市民福祉講演会 動画配信】 
 

て、目というより眼差し？眼光と言えば良いでしょうか？とにかく

惹き付けられる作品ばかりでした。 

嘉成さんは小学校 4 年生の時に最愛の母親が亡くなり父親と 2 人で

いらっしゃいます。母親の思いを引き継ぎ嘉成さんの作家として支

えておられます。 

作品の中に『親子』をテーマにしたものが幼い頃の母親から受けた

愛情が作品を通して感じる事が出来ました。他にもたくさんの作品

を 1つずつ鑑賞しているとあっという間に時間が経ってしまいました。 

作品は見る方によって感じ方は様々です。私の感じたことを記事にしました。 

嘉成さんは『自閉症のアーティスト石村嘉成』ではなく『アーティストの石村嘉成』と呼ばれるようにな

りたいと思います、と動画の中で話されていました。            【副理事長 下村直美】 

 

テレビなどにも取り上げられていて実際の作品をこの目で見たいと思い兵庫県立美術館にて開催されて

いる『石村嘉成展』に行ってきました。(開催 10/12～12/8) 

どの作品もパワフルで強く、でもホンワカした優しさも

あり、圧倒されました。どの作品も撮影 OKで私はほとん

どの作品を撮影してきました。 

最もすごいものは数枚のキャンパスを繋ぎ合わせて 1 つ

の作品になっているものでした。 

私はどの作品も色使いに感激しました。特に目がすごく ＜干支の動物たち＞ 

＜インド象の親子＞ 

 

№ 地区育成会 コース 日時 開催予定場所

1 伊丹市 3 1/16（木）10:30～12:00 伊丹市立障害者福祉センター

2 加古川市 3 1/21（火）10:30～12:00 加古川市総合福祉会館

3 南あわじ市 3 1/24（金）13:30～15:00 南あわじ市　市地区公民館

4 明石地区 1 1/23（木）10:30～12:00 アスピア明石７F　学習室703号

5 上郡町 1 1/28（火）13:30～15:00 上郡町本庁舎内会議室

6 淡路市 2 2/7（金）13:30～15:00 淡路市役所

7 西宮市 3 2/12（水）10:30～12:00 西宮市総合福祉センター

8 中播磨 3 2/14（金）13:30～15:00 神河町神崎支庁舎健康増進室

今後の予定 

育成会の活動を説明するのは

難しいですよね。そんな時の

ツールとして「入会のご案

内」「育成会が働きかけて実現

したこと」がお役に立ちます! 

下記 QRコードからダウンロー

ドしぜひご活用下さい。 

 

事業名 開催日時 会場

兵庫県手をつなぐ育成会

・第48回理事会 3月11日（火）10：30～ 県福祉センター多目的ホール

・第28回評議員会 3月19日（火）10：30～ 県福祉センター202号室

・第27回会長会 3月27日（木）10：30～ 県福祉センター多目的ホール

全国手をつなぐ育成会連合会

・第15回権利擁護セミナーin兵庫 1月31日（金）12:30～ 尼崎商工会議所

リーフレット 

育成会が働きかけ
て実現したこと 

開催日時 会場

あましんアルカイックホール・オクト

（本人大会）尼崎市中小企業センター会議室401ほか

令和７年11月8日(土)･9日(日) 東京都

あましんアルカイックホール・オクト

（本人大会）尼崎市中小企業センター会議室401ほか

令和８年２月（予定） 京都府立総合社会福祉会館ハートピア京都

兵庫県手をつなぐ育成会

事業名

全国手をつなぐ育成会連合会

令和７年11月29日(土)

令和７年11月29日(土)

・近畿リーダー養成研修会

近畿手をつなぐ育成会連絡協議会

・第10回全国育成会連合会全国大会

・第69回兵庫県知的障害者福祉大会

　<併催>第64回近畿知的障害者福祉大会

・第64回近畿知的障害者福祉大会

　<併催>第69回兵庫県知的障害者福祉大会



  

３－⒂ 児童にとってのより良い環境づくり 

障害児が学童保育等での集団生活にうまく適応できない場合に、保育所等訪問支援を利用することで、療育

の専門の訪問支援員が、当該児の特性に応じて集団生活への適応のための学童保育等の支援員等に対する支

援（支援方法に関する情報共有やアドバイス）を行うことが可能となっています。 

また、令和６年度報酬改定において、放デイや児発が地域のさまざまな関係機関と協力し合い、当該児童と

その家族に対してより質の高いサービスを提供するために受けられる加算給付「関係機関連携加算」などが

見直され、よりきめ細かなニーズに対応できるようになった。県としても今後とも関係者間の連携、交流の

促進を図って参りたい。 

３－⒆ 障害福祉サービスの確実な提供について 

株式会社恵による食材料費の過大徴収にかかる不祥事案は全国的に大きく取り上げられ、国から各都道府県

や市町村に対して、食材料費の適切な取り扱いに関する通知が発出される等しています。 

県では各種会議や事業者指導の場において、食材料費の適切な取扱いについて、管内市町や各事業所等に対

して周知するとともに、各事業所に対して指導監査を行う健康福祉事務所とも認識を共有し、今後の事業所

指導監査において運営状況を確認していくこととしています。 

５－⑴ 障害児等職業体験事業の継続実施 

本事業は、障害児等を対象として、大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」プログラムの共創パートナーとして参

画している職業社会体験施設「キッザニア甲子園」において無料で職業体験を提供する事業となります。平

成 28 年度から職業体験イベントを実施し、これまでに合計 2,260 名（障害児等 1,016 名、付添者 1,005 名、

ボランティア 239 名）が参加しました。※令和２年度、３年度は新型コロナ感染症拡大の影響を受け中止 

計画では、300 人の参加が目標ですが、開催した６年間の平均では、障害児約 170人の参加となり、昨年の令

和５年の参加者は 144 人となりました。 

今年度は、参加対象者について、参加者の増加を目指し、障害種別を問わないよう見直しました。 

来年度についても、兵庫県の障害のあるお子様にとって直接触れる機会が少ない様々な体験の場を創出する

「ユニバーサルな見てみよう・やってみようプロジェクト」に位置づけ、県とキッザニアとの連携のもと、

全障害種別のお子様を対象に実施します。万博終了後の同事業の実施の有無については、今後検討していき

ます。 

６－⑿兵庫県特別支援教育第四次推進計画の周知 

兵庫県特別支援教育第四次推進計画については、第三次推進計画の評価・検証を踏まえ、この５年間取り組

んで来た「縦横連携」の一層の推進のために令和６年３月に策定しました。 

本計画では、兵庫県がめざす特別支援教育として、①すべての子どもが認め合い、安心して学べる環境、②

幼児児童生徒に応じた合理的配慮の提供、③切れ目ない一貫した支援の３点を挙げています。第三次推進計

画から取り組んでいる、「連続性のある多様な学びの場における教育の充実（縦の連携）」と、「連携による切

れ目ない一貫した相談・支援体制の充実（横の連携）」の成果を礎として、「縦横（タテヨコ）連携」の更な

る推進に取り組むことを方向性の柱としています。 

今年度から、「兵庫県特別支援教育フォーラム」を開催し、①保護者等の県民に本県の特別支援教育について

の理解と認識を深めてもらうとともに、②障害のある児童生徒が、学習活動全般において主体的に他者と関

わり経験したことや成長したこと等の発表を通じて、表現力、創造力等を養う機会とします。 

広報についても、特別支援教育課ホームページに掲載し、管理職をはじめとする各種研修の場においても内

容等について積極的に発信していきます。 

 

（参考）令和６年度第１回兵庫県特別支援教育フォーラム  

開催日時 令和６年 11月４日（月・祝） 

開催場所 芸術文化観光専門職大学 学術情報館 

 

１―⑴―③ 療育手帳の判定に関する材料及び基準の見直し 

知的障害者福祉法において知的障害の定義を明確にし、知的障害者の療育手帳を法制化した上で、基準の統

一化について、国として直ちに具体的な検討に着手し、早期の実現を図ることを国に要望しています。  

現在、療育手帳の判定については、「兵庫県療育手帳判定要領」等に基づき、標準化された指標であるＤＱ・

ＩＱだけではなく、生活面・行動面・看護面等の社会学的見地（必要に応じ医学的見地）を踏まえた総合判

定を行っています。 

なお、「兵庫県療育手帳判定要領」や社会学的見地を得るための聞き取り内容等については、判定機関である

こども家庭センターや知的障害者更生相談所で実施している担当課長会議等の機会を通じて、随時、実態に

合わせた見直しの必要性などの検討を行っています。 

１－⑶―③ 学校での虐待防止対策 

県教育委員会としては、服務監督を行う市町教育委員会と密に連携を取りながら、研修等を通して、体罰・

虐待事案が発生しないよう未然防止の徹底に取り組みます。 

また、令和３年 11 月５日付け通知「非違行為の相談・報告体制の徹底について」を踏まえ、各校における相

談・報告体制の確認を行うとともに非違行為は絶対に許さないという意識の醸成、相談しやすい環境づく

り、非違行為発生時における教職員、管理職及び市町組合教育委員会の情報共有等が徹底されるよう、引き

続き指導していきます。 

不安な保護者への支援等については、県立特別支援学校へのスクールカウンセラー等外部専門家配置事業の

活用等により、児童生徒や保護者へのカウンセリング等を通してケア等を行うとともに、虐待の未然防止を

徹底してまいります。 

３－⑴ 知的障害者への相談支援体制の整備について 

県では、相談支援専門員のスキルアップを目的とした専門コース別研修を継続的に実施するとともに、市町

担当者会議等において相談支援体制の充実・強化に向けた取組説明・意見交換等を実施しており、今後も引

き続き計画作成状況の把握に努めつつ、相談支援の質向上を推進してまいります。 

 重層的支援体制の整備における障害分野の体制確保についても、市町担当課長会議等を通じて周知してまい

ります。また、障害当事者及びそのご家族の生活等に関する相談につきましては、各市町の所管部署及び基

幹相談支援センター、委託相談支援事業所等が窓口となり、関係機関が連携して課題解決に向けた支援が行

われます。 

 

令和 7 年度の兵庫県予算に対する要望について

は、例年どおり、各地区育成会から提出いただいた

ものを、昨年度までの要望内容と照合の上、項目の

追加、加筆修正等を行いました。 

（新規項目 3項目、修正項目 6項目、継続 58項目） 

令和 7 年度兵庫県予算に対する要望については、

9月 10日㈫13時 30分、福祉部次長室において、井

上理事長から野田次長に提出しました。 

その後、主な要望項目について、井上理事長、内

海副理事長、下村副理事長、野田副理事長から説明

し、野田福祉部次長、石川障害福祉課長、清瀬障害

福祉課副課長ほか県行政関係者、さらに、県教育委

員会の投石特別支援教育課副課長ほかと意見交換を

行いました。今回の要望に対しては、11 月 19 日㈫

付けで回答がありました。 

 

１ 権利擁護について 

⑴ 知的障害者福祉法の見直しについて  

③療育手帳の判定に関する材料及び基準の見直し 

⑶ 知的障害者の虐待防止について     

③学校での虐待防止対策 

３ 障害福祉サービスの充実について 

⑴ 知的障害者への相談支援体制の整備について  

⒂ 児童にとってのより良い環境づくり  

⒆ 障害福祉サービスの確実な提供について 

５ 県単独事業について 

⑴ 障害児等職業体験事業の継続実施 

６ 教育の充実について 

⑿ 兵庫県特別支援教育第四次推進 

計画の周知 

 

(2) (3) 

いる 

令和 7年度兵庫県予算要望・回答

R7年度予算要望･回答 

意見交換を行った要望項目 

意見交換を行った要望の回答抜粋 

 


